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■
こ
ん
な
場
合
は
申
告
を
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①
営
業
、
農
業
、
そ
の
他
の
事
業
所

　

得
が
あ
る

②
家
賃
、
地
代
な
ど
の
所
得
が
あ
る

③
給
与
の
ほ
か
に
所
得
が
あ
る

④
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
取

　

っ
て
い
る

⑤
生
命
保
険
の
満
期
や
解
約
な
ど
の

　

所
得
が
あ
る

⑥
株
式
な
ど
の
配
当
所
得
が
あ
る

⑦
所
得
税
の
源
泉
徴
収
を
さ
れ
て
い

　

な
い
日
雇
い
賃
金
な
ど
を
受
け
取

　

っ
て
い
る

⑧
土
地
、
建
物
な
ど
の
譲
渡
所
得
が

　

あ
る

⑨
公
的
年
金（
厚
生
年
金
・
国
民
年

　

金
・
共
済
年
金
）な
ど
の
所
得
が

　

あ
り
、
社
会
保
険
料
な
ど
の
控
除

　

を
受
け
る

■
申
告
は
こ
ち
ら
で

●
期
間　

２
月　

日�
〜
３
月　

日

１６

１６

�
（�
�
を
除
く
）

〈
刈
谷
税
務
署
〉
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●
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

〈
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〉
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●
問
い
合
わ
せ　

刈
谷
税
務
署（�

〈　

〉６
２
１
１
）

２１
〈
市
役
所
申
告
相
談
〉
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●
市
役
所
で
受
け
付
け
で
き
な
い
人

　

次
の
①
〜
④
の
人
は
、
刈
谷
税
務

署
へ

①
営
業
所
得
、
農
業
所
得
、
不
動
産

　

所
得
が
あ
る
人

②
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
確
定

　

申
告
す
る
人

③
土
地
、
家
屋
、
株
式
な
ど
の
譲
渡

　

所
得
、
先
物
取
引
に
よ
る
雑
所
得

　

が
あ
る
人

④
贈
与
税
、
相
続
税
、
消
費
税
の
申

　

告
を
す
る
人

●
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

●
相
談
方
法　

受
付
で
申
告
に
必
要

な
も
の
が
そ
ろ
っ
て
い
る
か
確
認
し
、

相
談
は
受
付
番
号
順
に
行
い
ま
す
。

２
月　

日�
〜　

日�
は
税
理
士
も

１６

２７

申
告
相
談
を
受
け
ま
す
。

※
今
年
か
ら
、
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
コ
ー

　

ナ
ー
は
設
置
し
ま
せ
ん
。

■
出
張
申
告
相
談
会
場
を
開
設
し
ま
す

●
と
き
／
と
こ
ろ

２
月
３
日�
・
４
日�
▼
北
部
公
民

館　

２
月
５
日�
・
６
日�
▼
桜
井

福
祉
セ
ン
タ
ー　

２
月
９
日�
・　
１０

日�
▼
南
部
公
民
館

※
時
間
は
い
ず
れ
も
午
前
９
時
〜
午 

　

後
４
時

■おむつ代の医療費控除
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■高齢者の障害者控除
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●申請�どちらの場合も介護保険証を持参
し、社会福祉課へ。確認書、認定書は後日
郵送。
※郵送まで１週間程度かかります。
●問い合わせ　社会福祉課（�〈７１〉２２２３）

広報あんじょう　2009.1.15�

　問い合わせ�市民税課（�〈７１〉２２１４）

�

し（
普
通
徴
収
１
期
・
２
期
）、残
り

の
半
分
を　

月
・　

月
・
翌
年
２
月

１０

１２

の
年
金
か
ら
天
引
き　

翌
年
度
以
降

▼
４
月
・
６
月
・
８
月
は
前
年　

月
１２

と
同
額
を
、
残
り
を　

月
・　

月
・

１０

１２

翌
年
２
月
の
年
金
か
ら
天
引
き

■
あ
い
ち
森
と
緑
づ
く
り
税
の
導
入
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●
問
い
合
わ
せ　

県
税
務
課（�
　
０５２

〈　

〉６
０
４
８
）

９５４

■
申
告
書
を
発
送
し
ま
す
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■
申
告
に
は
何
が
必
要
？

①
申
告
書（
事
前
に
届
い
た
も
の
が

　

あ
る
場
合
）

②
収
入
金
額
の
わ
か
る
も
の（
源
泉

　

徴
収
票
な
ど
）

③
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書

④
生
命
保
険
、
地
震
保
険
・
損
害
保

　

険
の
支
払
証
明
書

⑤
社
会
保
険
料（
国
民
健
康
保
険
税

　

な
ど
）の
納
付
額
を
証
明
す
る
も
の

⑥
認
め
印

⑦
昨
年
の
申
告
書
の
控
え
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配
偶
者
控
除
、
配
偶
者
特
別
控
除
を

受
け
る
が
配
偶
者
に
収
入
が
あ
る
▼

配
偶
者
の
所
得
金
額
の
わ
か
る
も
の

（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）

所
得
税
が
還
付
に
な
る
▼
還
付
口
座

（
申
告
者
本
人
名
義
）の
金
融
機
関
名
、

支
店
名
、
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の

■
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
額
証
明
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●
問
い
合
わ
せ　

国
保
年
金
課（�

〈　

〉２
２
３
０
）

７１個
人
市
県
民
税
税
制
改
正
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■
寄
附
金
控
除

●
対
象　

平
成　

年
１
月
１
日
以
降

２０

に
支
出
し
た
寄
附
金

●
変
更　

所
得
控
除
か
ら
税
額
控
除

へ
、
控
除
対
象
額
の
上
限
を
総
所
得

金
額
等
の　

％
に
、
下
限
を
５
０
０

３０

０
円
に
な
ど

●
追
加　

愛
知
県
ま
た
は
安
城
市
が

条
例
で
指
定
し
た
寄
附
金
、
ふ
る
さ

と
納
税
制
度
を
利
用
し
た
寄
附
金

■
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
の
開
始
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●
対
象　

市
県
民
税
の
納
税
義
務
者

の
う
ち
、
平
成　

年
中
に
公
的
年
金

２０

等
の
支
払
い
を
受
け
、
４
月
１
日
時

点
で
、
老
齢
基
礎
年
金
な
ど（
以
下

「
老
齢
等
年
金
給
付
」）の
支
払
い
を

受
け
て
い
る　

歳
以
上
の
人
。
た
だ

６５

し
、
次
に
該
当
す
る
人
を
除
く

①
老
齢
等
年
金
給
付
の
年
額
が　

万
１８

　

円
未
満

②
特
別
徴
収
税
額
が
老
齢
等
年
金
給

　

付
の
年
額
を
超
え
る

●
税
額　

市
県
民
税
額
の
う
ち
、
公

的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
算

出
し
た
税
額（
以
下「
年
金
特
別
徴
収

税
額
」）。そ
の
他
の
所
得
に
係
る
税

額
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
給
与
か
ら

の
天
引
き
ま
た
は
個
人
納
付（
普
通

徴
収
）

●
徴
収
方
法　

開
始
年
度
▼
年
金
特

別
徴
収
税
額
の
半
分
を
個
人
で
納
付


